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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的部位に存在する中空マイクロカプセルの分布をそのＸ線回折像として観察する装置
であって、
　Ｘ線源のサイズが１０μｍ以下の電子蓄積型Ｘ線発生装置から発生させたＸ線を、フィ
ルタを介して前記目的部位に照射し、
　前記中空マイクロカプセルの曲面を成す殻およびその近傍を接線方向に通過するＸ線の
回折効果を観測し、
　前記目的部位における前記中空マイクロカプセルの分布を映像として観測するようにし
たことを特徴とするマイクロカプセルによるＸ線回折造影装置。
【請求項２】
　前記目的部位に対して超音波を照射する手段を別途併設し、必要に応じて前記目的部位
に存在する前記中空マイクロカプセルを破壊消滅させることを特徴とする請求項１に記載
のマイクロカプセルによるＸ線回折造影装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
この発明は医療ないし生体工学の領域における新規なｘ線造影方法、特にマイクロバルー
ンによるＸ線回折造影方法および同装置を提案せんとする物である。
【０００２】
従来のＸ線造影方法はすべからくＸ線の吸収剤を分布せしめ、その吸収により透過Ｘ線が
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減衰する事をもって造影していた。しかるに吸収剤は重い核種（例えばバリウム）を有す
る人体に無害な無機化合物を水溶液または細片として体内に送入し、そのような作用の利
用が終った後は自然排出を待つ、という野蛮なものばかりであり、やられた患者は気持ち
の良い物ではない。また場合によっては排泄過程において体に無視できない負担をかける
手段手法だった。
【０００３】
Ｘ線においては透過法による造影しか実用になっていなかった理由は、反射（散乱）法で
は線量の収率がすこぶる悪く、また結像系や少なくともコリメーターないしピンホールカ
メラの観測系が必要だったりする事による。また従来回折法が利用できなかったのは線源
の寸法が小さく出来ず、必要十分な可干渉性を具現できなかった事による。またそもそも
Ｘ線の回折角度を考えると、Ｘ線は波長が可視や紫外の領域と比べて数百分の一と極端に
短いので、物体の表面ないし物体と空気または真空との界面で回折する場合でも回折角は
１度より遥かに小さく、通常の寸法の光源と観測手段では回折作用を受けた成分のみを選
択的に観察する事ができない。
【０００４】
回折効果は回折を生ずる場所の“鋭さ”にも由来し、曲率半径が小さい曲面ほど有効であ
る。また回折結果の波が進路を逸れていった先で直進波と干渉して濃淡のイメージになり
得るような可干渉性を得るためにはもともとのＸ線源の寸法が非常に小さくなくてはなら
ない。
【０００５】
本発明では造影剤として毛細血管を通過し得る程度の寸法（数μｍ程度以下）の、人体内
部において無害分解され得る物質を殻に持つ中空マイクロカプセルないしマイクロバルー
ンを用い、Ｘ線源として物体中の原子核に収束電子ビームを集中照射して輝点サイズが１
０μｍないし数μｍの制動放射を誘発する方式の物を用い、これらの有機的な組み合わせ
により回折法造影を実用的に可能にする物である。ここで、マイクロバルーンの殻の厚さ
は数百Åないしそれ以下である事が出来、この薄さがもとで前後で高い回折角を得る事が
できる。
【０００６】
方法および装置の実施例としては以下のファントムのモデル実験を解説する。図１はこの
実験系の概要を模式的に示すスケッチで、これにおいて、（１）は電子蓄積型Ｘ線発生装
置であり、シンクロトロン系にパルス的に注入された電子を周回して繰り返し利用しつつ
重金属片などで出来たターゲット（１１）にぶつけ、ターゲット内の原子核のクーロン力
におり電子に制動をかけＸ線の放射を行う。得られるＸ線は０．１％バンドにつき毎秒１
０の９乗光子程度は容易に得られ、放射角は立体角で８０ミリラジアン程度、光源のサイ
ズはターゲットのサイズで決り、１０ないし１００μ程度の小さな寸法の物は容易に得ら
れる。さらに図示は省略するが、波長を選択するフィルタを用いても良い事は勿論である
。
【０００７】
（２）は生体等価ファントムであり、ゼラチンや寒天などの中に細い管路（２１）が血管
を模擬し、ポンプ（２２）、リザーバー（２３）等により成る系により水を疑似血液とし
て環流させる。この水の中には必要に応じて注射器（２６）などによりマイクロバルーン
を含むコントラスト剤の濃縮液が滴下される。一方マイクロバルーンは強力な超音波によ
り破壊されて中空性を失い中のガスが逃げ出しまたは周囲の水に溶解してなくなるので、
これを実験的に実現するために超音波送波器（２４）がこのファントムには配置され、パ
ルス発生器（２５）がこれを必要に応じて駆動する。この管路中のマイクロバルーンは超
音波パルスの照射により中空性を失い、従ってＸ線の回折能力も失われ、影を作る能力も
失われる。
【０００８】
（３）はＸ線イメージ撮影系であり、リアルタイム観測が望まれればＸ線テレビないしシ
ンチレーターにＣＣＤ素子などを貼り付けた物などの汎用の物でよい。またスナップショ
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ットで構わなければただの蛍光版にＸせんフイルムを密着させた物でさえ十分である。
【０００９】
Ｘ線源が非常に小さい寸法なので僅かに回折された成分がかなり遠方に行っても可干渉性
を持ち、結果として回折源のある所を通過するＸ線はその分だけ減衰して見え、マクロバ
ルーンのある所は暗く見える。それが超音波パルスの照射により消滅して元の明るさに戻
るので、その間の差を取ればマイクロバルーンの分布を定量計測する事ができ、換言すれ
ば疑似血液の環流量の分布を画像化して計測する事ができる。
【００１０】
ここで用いるマイクロバルーンは殻の物質が生体適合性を持つものが必要であるが、超音
波造影剤は一般にこの目的に適っている。ファントム実験には生体適合性の必要がないの
で工業用のマイクロバルーンを用いる事ができる。
【００１１】
マイクロバルーンの殻の厚さは目的とするＸ線の回折効果の程度に効くパラメーターであ
り得る。色々な評価基準があり得るが、一例として、平均外径４μｍないし１４μｍ、体
積占積率８５－９２％の炭化水素ガスを含むポリビニリデンクロライド・アクリロニトリ
ル共重合体よりなるマイクロバルーンは適合する物の一例であり、殻の厚さは数百オング
ストロームから数十オングストロームの範囲にある。またファントム実験ならガラスマイ
クロバルーン、シラスマイクロバルーン、電解気泡発生器によるサーファクタント含有水
溶液中の電解気泡、炭酸塩水溶液の酸水溶液との遭遇による炭酸ガスの発生、また超音波
キャビテーションによる気泡、等々による微小気泡も同様のＸ線回折造影能力を持つ事が
示される。
【００１２】
商用される超音波造影剤も同程度の性質を持つ事が知られているので、同様に電子蓄積型
Ｘ線発生装置の微小寸法ターゲットより放射されるＸ線に対して回折造影の能力がある。
【００１３】
以上により明らかにされたごとく、本発明のＸ線造影方法および同装置によれば新しい手
法の医療用ないし一般の非破壊検査用の造影撮影が行い得て、益する所大である。しかし
ながら本発明の主旨はこの明細書の記述を越えた無数の展開形があり得る事は同業者、経
験者ないし有識者には自明の事である。
【図面の簡単な説明】
【図１】この実験系の概要を模式的に示すスケッチである。
【符号の説明】
（１）電子蓄積型Ｘ線発生装置
（１１）ターゲット
（２）生体等価疑似ファントム
（２１）管路
（２２）ポンプ
（２３）リザーバー
（２４）超音波送波器
（２５）パルス発生器
（２６）注射器
（３）Ｘ線イメージ撮像系
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【図１】
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